
会議名 平成 25年度第 3回東久留米市市民環境会議 

日 時 平成 25年 6月 18日（火） 19時～21時 05分 

会 場 東久留米市役所 7階 701会議室 

出席者 出席委員数 16名  欠席委員数 3名 

出席事務局職員 市長 環境部長 環境政策課長 同主査（生活環境担当） 

同主査（みどりと公園担当）同主任（政策調整担当） 同主事（政策調整担当） 

次 第 

１．委嘱書の交付 

２．市長あいさつ 

３．自己紹介 

４．市民環境会議について 

５．役員の選出 

６．市民環境会議の運営について改訂状況報告 

事前配布資料  

東久留米市市民環境会議設置要綱 

東久留米市市民環境会議部会設置要領 

当日配布資料 

  市民環境会議 第４期委員名簿            …（資料１） 

  提言書                       …（資料２） 

  東久留米市市民環境会議設置要綱改訂（素案）     …（資料３） 

  東久留米市市民環境会議を進めるにあたっての約束ごと …（資料４） 

新任委員配布資料 

  第３期 東久留米市市民環境会議 報告書 

  環境基本計画 

  緑の基本計画 

  かんきょう東久留米 

  環境基本計画 中間見直し 

  東久留米の湧水マップ 

会議の内容 

 １．委嘱書の交付 

 ２．市長あいさつ 

３．自己紹介 

４．市民環境会議について （説明：環境政策課） 

 （以上省略） 

５．役員の選出  以下のように選出された 

  座長 石川 勝一 

職務代理 豊福 正己 



６．市民環境会議の運営について改訂状況報告 

資料３要綱改訂（素案）に対する各委員のご意見と回答について 

・（委）資料の素案には環境広報部会の名称をどうするか記載がないが、変更はされるのか。 

（市）広報活動をなくすことは出来ないため、環境広報部会を環境学習部会とした場合、事務

局に広報機能を持たせる等の対応が必要となる。 

・（委）環境広報部会は２人しかおらず、部会の名称もメンバーも確定していない中で部会長等

の選出は難しい。 

（市）資料３はあくまで素案であるので、新たな要綱が決まるまでは従前の要綱に基づき会議

を進めていただくこととなる。 

・（委）会議の運営については、重要事項であり、すぐに意見等を出すのは難しい。 

（市）これは今すぐに意見、回答を求めるものではないため、素案についてはまた全体会にて

議論していただければと考える。 

・（委）なぜこの提言をするに至ったのか、理由が分からなければ議論が出来ない。また、事務

局の機能や役割、設置する趣旨等についても説明が必要。 

（委）新任委員の方は報告書等、はじめて見る資料が多いため、一度説明する機会を設けたほ

うがよいのではないか。 

（市）後日、座長、職務代理と日程調整の上、新任委員へ連絡することとする。 

・（委）資料の対応案というのは、提言書に対する市の回答なのか。位置付けが分からない。 

（市）今回出させていただいた対応案は、環境政策課が今後どのように対応していくかをまと

めたものである。 

・（委）部会のメンバーは名簿に記載してあるとおりで確定なのか、人数の少ない部会もあるが

そのままでよいのか。 

（市）人数の少ない部会については、今後も定員（30人）に達するまで応募を受け付けるとい

うことで対応したい。 

 

今後の方向性として、要綱改訂（素案）はあくまで素案であるため、各委員のご意見を踏まえ、

再度検討し、委員へ提示する。次回の全体会にてもう一度議論することとする。 

 

次回の会議日程は、座長、職務代理と調整の上、後日連絡することとした。 

 

（終了時刻 21時 05分） 

 備考 

  【今回確定した事項】 

   ・次回 7月の全体会までに新任委員への説明会を行う。 

   ・今後も委員の追加募集を行い、定員に達するまで応募を受け付ける。 

  【次回以降検討する事項】 

   ・要綱及び要領の改訂について 

   ・部会のメンバーの決定及び部会長、副部会長の選出 


